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事 務 連 絡  

令和８年３月６日 

各 国 公 私 立 大 学 法 人 担 当 課  

大学を設置する各地方公共団体担当課 

各文部科学大臣所轄学校法人担当課  殿 

大学を設置する各学校設置会社担当課 

放 送 大 学 学 園 担 当 課 

  文部科学省高等教育局大学振興課 

地域高等教育機会確保特例認定大学等の認定の申請等について（依頼） 

「大学設置基準等の一部を改正する省令」（令和７年文部科学省令第30号。以下「改

正省令」という。）により、地域の高等教育へのアクセス確保に資する取組に関する特

例制度が創設されたところです。 

今後、大学進学者数の大幅な減少が見込まれる中、高等教育機関の再編・統合や縮小、

撤退を市場経済の選択に委ねるのみでは、個別の高等教育機関の経営判断のみをもって

地域から学びの機会が縮減・消滅することとなり、地方に在住する高等教育進学希望者

の教育機会の確保に多大な支障が生じるおそれがあるほか、地域の人材需給のバランス

が崩れ、地域生活や産業基盤に大きな影響を与えるおそれがあります。 

本特例制度の趣旨は、このような状況下において、更なる高等教育機関間の連携の取

組を推進し、地域にとって真に必要な一定の質が担保された高等教育へのアクセス確保

を図るための取組を促進するものであり、他の大学と連携して行うこと等を要件とし

て、文部科学大臣による認定を受けた大学については、大学設置基準等における特例対

象規定の全部又は一部によらない取組を行うことができることとするものです。 

この度、地域高等教育機会確保特例認定大学等（地域高等教育機会確保特例認定大学

等の認定等に関する規程（令和７年文部科学省告示第143号。以下「認定規程」という。）

第１条に規定する地域高等教育機会確保特例認定大学等をいう。以下同じ。）の認定の

申請及び協議会（地域における高等教育の機会の確保等に関し必要な協議を行うための

協議会について定める件（令和７年文部科学省告示第144号。以下「告示」という。）第

１項に規定する協議会をいう。以下同じ。）の届出を受け付けることとしましたので、

下記のとおりお知らせします。 
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記 

 

１ 地域高等教育機会確保特例認定大学等の認定に係る申請方法等について 

「地域高等教育機会確保特例認定大学等の認定等に関する規程に関する実施要項」

（令和８年３月６日文部科学省高等教育局長決定。以下「実施要項」という。）（別

添１）及び認定規程（別添２）も確認の上、以下の記載に沿って申請してください。 

 

（１）申請書類 

  ① 申請書（実施要項 様式１） 

  ② 申請計画書（別途添付する詳細資料を含む。）（実施要項 様式２） 

  ③ 認定規程第１条各号（第４号及び第５号を除く。）に掲げる基準に適合する

ことを証する書類（実施要項 様式３） 

  ※ 申請に当たっては、①～③を１つのファイルにし、ファイル名を「【大学

名】地域高等教育機会確保特例認定大学等の認定申請書」とした上で、Word及

びPDFの両方の形式で提出してください。 

 

（２）申請先 

   大学振興課地域大学振興室（chiikidaigaku@mext.go.jp）宛に電子媒体で提出

してください。その際、電子メールの件名を「地域高等教育機会確保特例認定大

学等の認定申請」としてください。 

   なお、学内の決裁規則上、学長印を押印する必要があるなど、特段の理由があ

る場合には、申請書類の郵送を妨げるものではありませんが、その場合も必ず写

しを電子媒体で提出してください。 

 

（３）申請期限 

   申請は随時受け付けますが、取組開始時期の遅くとも１年前を目安に申請して

ください。 

 

（４）その他 

   大学振興課において、本特例制度についての各大学からのオンラインによる相

談（１回につき最大50分）を受け付けます。詳細については、文部科学省ホーム

ページ（https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/mext_03431.

html ※近日中に公開予定）を御確認ください。 

 

２ 地域における高等教育の機会の確保等に関し必要な協議を行うための協議会の届

出方法について 

  告示（別添３）も確認の上、以下の記載に沿って届出してください。 

 

（１）届出書類 

   協議会届出書（実施要項 様式９） 

 

（２）届出先 

mailto:chiikidaigaku@mext.go.jp
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/mext_03431.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/daigaku/04052801/mext_03431.html
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   大学振興課地域大学振興室（chiikidaigaku@mext.go.jp）宛に電子媒体で提出

してください。その際、電子メールの件名を「協議会届出」としてください。 

 

（３）届出期限 

   届出は随時受け付けますが、地域高等教育機会確保特定認定大学等の認定を受け

ようとするに際しては、届出のあった協議会の意見を勘案することとなっています

ので、認定を受けようとする大学は、当該大学が所在する地域の関係者と連携し、

原則、地域高等教育機会確保特定認定大学等の認定に係る申請よりも前に届出を行

ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件担当】 

文部科学省高等教育局大学振興課地域大学振興室 

 電話：03-5253-4111（内線3576） 

 メールアドレス：chiikidaigaku@mext.go.jp 

 

mailto:chiikidaigaku@mext.go.jp
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